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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
派
遣
労
働
に
お
け
る
「
常
用
型
派
遣
」
及
び
「
登
録
型
派
遣
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
に
は
、
派
遣
元
事
業
主
が
労
働
者
を
常
時
雇
用
し
て
お
き
、
そ
の
事
業
活
動
の
一
環
と
し
て
、
当
該
労
働
者
を
派
遣

先
に
派
遣
す
る
も
の
を
「
常
用
型
派
遣
」
と
呼
び
、
ま
た
、
派
遣
労
働
を
希
望
す
る
労
働
者
を
登
録
し
て
お
き
、
派
遣
先
か

ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
求
め
に
合
う
条
件
を
有
す
る
労
働
者
を
派
遣
元
事
業
主
が
雇
い
入
れ
た
上
で
派
遣
先
に
派

遣
す
る
も
の
を
「
登
録
型
派
遣
」
と
呼
ん
で
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
に
よ
る
と
、
当
該
年
度
に
お
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
に
常

時
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
（
以
下
「
常
用
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
一
日
平
均
で
百
一
万
六
千
三
百
五
十
四
人
で

あ
る
。
ま
た
、
労
働
者
派
遣
に
係
る
登
録
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
年
度
の
終
了
の
日
以
前
一
年
以
内
に
、
実
際
に
派
遣
さ
れ

た
こ
と
の
あ
る
労
働
者
の
数
は
、
一
日
平
均
で
二
百
七
十
九
万
五
千
九
百
九
十
九
人
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
労
働
者
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
平
成
十
九
年
度
労
働
者
派
遣
事
業
報
告
に
よ
る
と
、
六
月
一
日

時
点
で
常
用
雇
用
労
働
者
と
し
て
製
造
業
務
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
数
は
二
十
八
万
八
千
三
百
十
人
で
あ
り
、
常
用

雇
用
労
働
者
以
外
の
労
働
者
と
し
て
製
造
業
務
に
従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
数
は
十
七
万
八
千
百
八
十
三
人
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
実
態
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二


